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大洲市

来庁時には、「おくやみハンドブック」を
必ずご持参ください。

大洲市では、亡くなった方に関する手続きをご案内するワ
ンストップ窓口（おくやみコーナー）を設置しています。

☎0893-24-1710(市民課直通)
受付時間：午前８時30分～午後５時15分
（土・日・祝休日・年末年始を除く）

お手続きやご予約など
詳しくは１ページから４ページをご覧ください。
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ご遺族の方へ

ご家族の方のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。
大洲市では、ご遺族の皆様の負担を軽減するため、市役所を中心とした諸手続きをまとめた

「おくやみハンドブック」を作成いたしました。
本冊子が、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

大洲市

ワンストップ窓口（おくやみコーナー）のご案内

大洲市では、亡くなった方に関する手続きをご案内するワンストップ窓口（おくやみコーナー）
を設置しています。市役所での主な手続きについては、窓口を移動することなく、１ヶ所で
完了することができます。

ご利用には、前日までにご予約をお願いします。（空きがあれば当日でも結構です）

窓口利用について

●窓口利用 
場所：大洲市役所本庁舎 1 階　市民課内
　　　（市役所正面玄関入ってすぐの総合案内でお声掛けください）

窓口利用時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）
　　　　　　　手続きの時間は、おおむね１時間程度です。

※来庁時には必ず本冊子をご持参ください。
※従来どおり、各支所（長浜・肱川・河辺）

でもお手続きできます。
※内容によっては、すべてのお手続きが一度

で終わらない場合があります。

予約方法について

下記電話番号までお電話ください。（おくやみコーナーの件とお伝えください）

●電話予約 
　電話番号：0893-24-1710（市民課直通）

　受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）

※ 手続きをスムーズに行うため、予約時に亡くなった方や窓口に来
られる方について聞き取りをいたします。また、聞き取り内容に
ついて、手続きに関係のある部署と共有させていただきます。

　　　（市役所正面玄関入ってすぐの総合案内でお声掛けください）

下記電話番号までお電話ください。（おくやみコーナーの件とお伝えください）
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来庁時の持ち物について

□  おくやみハンドブック（お手続き時に必要となる書類です。来庁時には、
必ず本冊子をご持参ください。）　

ご遺族の方のもの
□  本人確認書類（手続きに来られる方・相続人代表者・喪主）

□  預金通帳（相続人代表者・喪主）

□  会葬礼状または葬祭費用にかかる領収書など
□  認印（相続人）

※相続人や年金請求者が来庁できない場合、委任状が必要です。
※相続人代表者と喪主が異なる場合、それぞれの本人確認書類（コピー可）が必要です。

亡くなった方のもの
□  印鑑登録証
□  住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

□  加入していた健康保険（国民健康保険または後期高齢者医療）から交付され
ていた資格確認書など
※世帯主が亡くなった場合で、同じ世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、国民健
康保険加入者全員の資格確認書または資格情報のお知らせ

※世帯主が亡くなった場合で、同じ世帯の中に限度額認定証の交付を受けている人がい
る場合は限度額認定証

□  重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭医療費受給者証、子ども医療費受給者証
□  基礎年金番号の分かるもの（年金証書、基礎年金番号通知書または年金手帳など）
□  介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
□  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
□  その他、市役所から交付された証書類

本人確認書類について
□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4月 1日以後に交付された
もの）、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書　など

□  ２点で本人確認できる書類 
健康保険・後期高齢者医療の資格確認書、介護保険の
被保険者証、各種医療受給者証、各種年金手帳　など

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。
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身近な人が亡くなった後の手続きなどの一般的な流れ（目安）

○死亡届など
○健康保険・世帯主変更
○年金関係の手続き
○公共料金などの手続き
　（29 ページ参照）

○遺言書の調査・遺言書の検認
○相続人の調査・確定
○相続財産の調査
○相続放棄・限定承認

○所得税の準確定申告
　（30 ページ参照）

○遺産分割協議
　（30 ページ参照）

○払戻・解約・名義変更など

○相続税の申告・納付
　（30 ページ参照）

○相続税の延納・物納の申請

○遺留分侵害額請求

届出・手続き 税金

３
ヶ
月
以
内

４
ヶ
月
以
内

１
年
以
内

　

ヶ
月
以
内

10

（30 ページ参照）

大洲市で必要な手続きについては５ページから、窓口・問い合わせ先と併せて掲載していますので、

ぜひそちらもご確認ください。

大切な方を喪い大変な時期かとは思いますが、ゆっくりでも、必要な手続きを済ませられる一助と

なれば幸いです。



3 43

死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

No. 該当事項 詳細ページ 受付

1 印鑑登録をしていた
P.5

2 ３人以上の世帯の世帯主だった

3 住民基本台帳カード（マイナンバーカード・個人番号通知カード）
を持っていた P.6

4 国民健康保険に加入していた P.7～8

5 重度心身障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療費の助成
を受けていた P.8

6 後期高齢者医療保険に加入していた P.9～11

7
国民年金に加入、または受給していた

P.12
厚生年金・共済年金に加入、または受給していた

8 ６５歳以上、または介護認定を受けていた P.13

9

市税が課税されていた P.14〜15

固定資産を持っている P.16

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた P.17

10

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付
されていた P.18

その他障害福祉サービスなどを受給していた P.19～24

11 市営住宅に住んでいた P.25

12 上下水道を使用していた P.26

13 児童手当などを受給していた P.27

【来庁者】

氏名（　　　　　　　　　　　　　　様）　故人との続柄（　　　　　　　　　　喪主）

氏名（　　　　　　　　　　　　　　様）　故人との続柄（　　　　　　　　　　　　）
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１．印鑑登録

２．世帯主変更

手続き詳細 期　限

亡くなった方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は
死亡日をもって失効します。

同時に、印鑑登録証（カード）は無効となりますので、返却ま
たは破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の印鑑登録証（カード）

　番号（　　　　　　　　）

市民課　市民係
☎ 0893-24-1710

各支所

手続き詳細 期　限

亡くなった方が世帯主で、同一の世帯に 15 歳以上の方が２人
以上いる場合のみ必要となります。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

①同一世帯員
②代理人（委任状が必要）

必要なもの 問い合わせ先

□ 届出人の本人確認書類 市民課　市民係
☎ 0893-24-1710

各支所

印鑑登録証（カード）の返却または破棄 手続き

世帯主変更の届出手続き

印鑑登録をしていた 

３人以上（いずれも15歳以上）の世帯の世帯主だった
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３．住民基本台帳カード（マイナンバーカード・個人番号通知カード）

手続き詳細 期　限

亡くなった方がマイナンバーカード、個人番号通知カードま
たは住民基本台帳カードをお持ちだった場合、死亡日をもって
カードは廃止となります。住民基本台帳カードを返却してくだ
さい。

※亡くなった方のマイナンバーは、死亡後のお手続きで必要な
場合がありますので、マイナンバーカードや通知カードは、
しばらく保管しておくことをお勧めします。すべてのお手続き
が完了してからご返却いただくか、破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 市民課　市民係
☎ 0893-24-1710

各支所

住民基本台帳カードの返却 手続き

住民基本台帳カード（マイナンバーカード・個人番号通知カード）を持っていた 

MEMO  
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４．国民健康保険

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、資格確認書などを回収します。

※市役所本庁または各支所に返却が難しい場合は、はさみなど
で細かくしてから処分してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の国民健康保険資格確認書など

※世帯主が亡くなった場合は、世帯主欄が変更になりますので、
（　　　）様の国民健康保険資格確認書などもお持ちください。

市民課　国保係
☎ 0893-24-1713

各支所

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方（喪主）に葬
祭費 15,000 円が支給されます。

※職場などの健康保険被保険者だった方が退職後３ヶ月以内に
亡くなった場合には、加入していた健康保険組合か国民健康
保険からの葬祭費の支給を選択することができます。

葬祭を行った日の
翌日から２年間

手続き可能な人

喪主

必要なもの 問い合わせ先

□ 喪主名義の口座の分かるもの

□ 喪主の本人確認書類

市民課　国保係
☎ 0893-24-1713

各支所

国民健康保険に加入していた 

資格確認書などの返却手続き①

葬祭費の申請手続き②
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５．医療費助成

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給が
できなくなった場合に申立て申請ができます。

原則、診療を受けた月の
翌月の初日から２年間

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

【相続人が同一世帯の場合】

□ 相続人の口座の分かるもの

□ 相続人の本人確認書類

【相続人が別世帯の場合】

□ 相続人の口座の分かるもの

□ 相続人の本人確認書類

□ 亡くなった方と相続人との関係が分かる戸籍謄本の写しなど

市民課　国保係
☎ 0893-24-1713

各支所

高額療養費の申立て申請手続き③

手続き詳細 期　限

亡くなった方が医療費助成を受給していた場合、死亡された翌
日より、受給資格が喪失となります。受給者証の返却と資格喪
失届が必要です。

また、未請求分の医療費領収書があれば請求の手続きが必要です。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の医療費受給者証

□ 未請求分の医療費領収書

□ 未請求分がある場合は相続人の振込口座の分かるもの

市民課　高齢者医療係
☎ 0893-24-1713

各支所

重度心身障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療の受給者証の
返却及び、資格喪失届、相続人指定届、口座振替（銀行振込）

手続き

各種医療費の助成を受けていた 

４．国民健康保険
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６．後期高齢者医療

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、資格確認書などを回収します。 なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の後期高齢者医療資格確認書など 市民課　高齢者医療係
☎ 0893-24-1713

各支所

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方（喪主）に葬
祭費 20,000 円が支給されます。

葬祭を行った日の
翌日から２年間

手続き可能な人

喪主

必要なもの 問い合わせ先

□ 喪主名義の口座の分かるもの

□ 喪主の本人確認書類

□ 葬祭執行を証明する書類（会葬礼状 ･ 葬祭領収書など）

市民課　高齢者医療係
☎ 0893-24-1713

各支所

資格確認書などの返却手続き①

葬祭費の申請手続き②

MEMO  

後期高齢者医療保険に加入していた チ
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手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給が
できなくなった場合に申立て申請ができます。

診療を受けた月の翌月の
初日から２年間

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人の口座の分かるもの（高額療養費の振込先） 市民課　高齢者医療係
☎ 0893-24-1713

各支所

手続き詳細 期　限

独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など、送付
した郵便物が返戻になるおそれのある方は、書類を受け取って
いただける送付先を届け出てください。

※郵送手続き可。お電話でご連絡いただければ送付先設定届を
郵送でお送りします。

死亡日から約２週間以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人の本人確認書類 市民課　高齢者医療係
☎ 0893-24-1713

各支所

高額療養費の申立て申請手続き③

送付先設定届出書の提出手続き④

MEMO  

６．後期高齢者医療
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６．後期高齢者医療

手続き詳細 期　限

相続人代表者を指定する届出が必要です。

後日、市より相続人代表者のご住所に保険料の未納または還付に
関するお知らせを送付します。

※郵送手続き可。

死亡日から約２週間以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 指定相続人の場合：相続人であることが分かる書類
　例）遺言書の写しなど

□ 預金通帳など（相続人のもの）

市民課　高齢者医療係
☎ 0893-24-1713

各支所

相続人代表者指定届の提出手続き⑤

MEMO  
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７．年金

厚生年金・共済年金に加入、または受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が加入していた年金制度や受給していた年金の種
類、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なりま
す。

詳しくは、

※厚生年金 → 「松山西年金事務所」へご確認ください。
※共済年金 → 「各共済組合」へご確認ください。

ー

手続き可能な人

ー

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の基礎年金番号が分かるものをご準備の上、
事前にお問い合わせください。

松山西年金事務所
☎ 089-925-5105

ねんきんダイヤル
☎ 0570-05-1165

各共済組合

厚生年金・共済年金に必要な手続きの確認手続き

国民年金に加入、または受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が加入していた年金制度や受給していた年金の種
類、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なりま
す。

詳しくは、市民課年金係または各支所へ必要な手続きの確認を
してください。

ー

手続き可能な人

ー

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の年金証書

□ 亡くなった方の年金手帳

□ 死亡一時金や未支給年金などを請求する場合
例）請求者の預金通帳、戸籍謄（抄）本、マイナンバーカード

など

※他の書類も必要になる場合がありますので、事前にお問い
合わせください。

市民課　年金係
☎ 0893-24-1713

各支所

国民年金の必要な手続き手続き
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８．介護保険

６５歳以上、または介護認定を受けていた 

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、介護保険被保険者証を回収しま

す。また、介護保険負担割合証及び介護保険負担限度額認定
証を交付されていた場合も回収します。

※市役所本庁または各支所に返却が難しい場合は、はさみな
どで細かくしてから処分してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の介護保険被保険者証

□ 亡くなった方の介護保険負担割合証（証の交付を受けてい
た方のみ）

□ 亡くなった方の介護保険負担限度額認定証（証の交付を受
けていた方のみ）

高齢福祉課
介護保険管理係
☎ 0893-24-1714

各支所

被保険者証などの返却または破棄手続き①

手続き詳細 期　限

相続人代表者を指定する届出が必要です。

後日、市より相続人代表者のご住所に保険料の未納または還付
に関するお知らせを送付する場合があります。

介護認定を受けられていた方は、給付に関するお知らせも
相続人代表者のご住所へ送付します。

※郵送手続き可。

死亡日から約２週間以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 指定相続人の場合：相続人であることが分かる書類
　例）遺言書の写しなど

□ 預金通帳など（相続人のもの）

高齢福祉課
介護保険管理係
☎ 0893-24-1714

各支所

相続人代表者指定届の提出手続き②
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9．市税

市税の納付が済んでいない 

手続き詳細 期　限

亡くなった方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人の方
が亡くなった方に代わって納付していただく必要がありますの
で、既に届いている納税通知書により納付をしてください。

納税通知書に記載の
納期限まで

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 納税通知書 税務課　収納係
☎ 0893-24-1711

各支所

手続き詳細 期　限

亡くなった方が口座振替（自動払い込み）制度を利用されてい
た場合は、窓口で口座振替の廃止を申し出てください。

なし

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

なし 税務課　収納係
☎ 0893-24-1711

各支所

市税の納付手続き①

市税の口座振替廃止手続き②
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9．市税

市税が課税されていた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方に各種市税がかかっている場合、賦課徴収（滞納
処分を除く。）及び還付に関する書類の受領、納税などを行う
相続人代表者指定届兼現所有者申告書の提出が必要です。詳
しくは税務課までお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人代表者となる方の本人確認書類 税務課
☎ 0893-24-1711

各支所

市税の相続人代表者指定届兼現所有者申告書の提出手続き

MEMO  
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9．市税

固定資産を持っている

手続き詳細 期　限

亡くなった方が未登記家屋を所有している場合は、所有者の変
更が必要です。詳しくは税務課までお問い合わせください。

登記がされている土地や家屋は、法務局での相続登記手続きが
必要です。速やかなお手続きをお願いいたします。詳しくは
法務局までお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

【法定相続人以外の方が相続される場合】

□ 遺言書の写しなど

税務課　固定資産税係
☎ 0893-24-1711

各支所

管轄の法務局
松山地方法務局大洲支局
☎ 0893-50-5055

固定資産（未登記）に関する届出手続き

MEMO  
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9．市税

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方の名義の車両（ナンバープレート）を相続しない
場合、必ず廃車（ナンバープレートの返納）の手続きをして
ください。

※軽自動車（愛媛ナンバー）の廃車手続きは、別途、軽自動車
検査協会（3 輪以上）または運輸支局 （2 輪のみ）で手続きを
行ってください。

亡くなった日から
30 日以内

手続き可能な人

①相続人
②相続人と同居のご家族
③その他の方
※③の方が手続きされる場合

には、相続人からの廃車に
関する委任状が必要となり
ます。

必要なもの

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書など（車名、車体番号、排気量が分かるもの）

□ 手続き者の本人確認書類

□ 亡くなった方と相続人の関係が分かる書類（戸籍謄本など）

□ 相続人以外の方が手続きする場合のみ：相続人からの委任状

問い合わせ先

税務課　収納係
☎ 0893-24-1711

各支所

手続き詳細 期　限

亡くなった方の名義の車両を相続する場合は、名義変更の手
続きをしてください。

※相続人以外の方への名義変更については、お問い合わせください。

※軽自動車（愛媛ナンバー）の名義変更は、別途、軽自動車
検査協会（3 輪以上）または運輸支局 （2 輪のみ）で手続きを
行ってください。

亡くなった日から
15 日以内

手続き可能な人

①相続人
②相続人と同居のご家族
③その他の方
※③の方が手続きされる場合

には、相続人からの名義
変更に関する委任状が必要
となります。

必要なもの

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書など（標識番号、車名、車体番号、排気量が
分かるもの）

□ 手続き者の本人確認書類

□ 亡くなった方と相続人の関係が分かる書類（戸籍謄本など）

□ 相続人以外の方が手続きする場合のみ：相続人からの委任状

問い合わせ先

税務課　収納係
☎ 0893-24-1711

各支所

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車の廃車手続き①

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車の相続人への名義変更手続き②
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10．障がい福祉

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されていた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保
健福祉手帳をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となりま
す。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者
保健福祉手帳

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の返還手続き

MEMO  
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10．障がい福祉

特別障害者手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請
求の手続きが必要です。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族
（未払分の請求は相続人）

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座の通帳（写し）

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

特別障害者手当資格喪失の届出手続き

障害児福祉手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請
求の手続きが必要です。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族
（未払分の請求は相続人）

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座の通帳（写し）

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

障害児福祉手当資格喪失の届出手続き
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10．障がい福祉

特別児童扶養手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の場合、
死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当が
あれば請求の手続きが必要です。受給資格が継続するようで
あれば受給者変更の手続きとなります。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族
（未払分の請求は相続人）

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座の通帳（写し）

□ 受給資格が継続する場合は、認定請求者の戸籍謄本、
　 振込口座の通帳（写し）

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

手続き詳細 期　限

亡くなった方が特別児童扶養手当の対象となる児童であった場
合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手
当があれば請求の手続きが必要です。他に特別児童扶養手当の
対象児童がいる場合は額改定の手続きとなります。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

保護者（手当受給者）

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑 社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

特別児童扶養手当資格喪失の届出 【保護者が亡くなった場合】手続き①

特別児童扶養手当資格喪失の届出 【児童が亡くなった場合】手続き②
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10．障がい福祉

自立支援医療受給者証を利用して通院していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が自立支援医療受給者証をお持ちだった場合、死
亡日をもって使用不可となります。

自立支援医療受給者証（精神通院・更生医療・育成医療）を
返還してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の自立支援医療受給者証
　（精神通院・更生医療・育成医療）

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

自立支援医療受給者証（精神通院・更生医療・育成医療）の返還手続き

心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）

手続き詳細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなった場合、年金支給の請求の手
続きが必要です。

速やかに

手続き可能な人

年金を受給する方または、
年金管理者

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 亡くなった方の死亡診断書

□ 亡くなった方の除住民票

□ 年金を受給する方の住民票

□ 年金を受給する方の振込口座の通帳（写し）

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

心身障害者扶養共済制度の年金手続き
【掛金を支払っていた方が亡くなった場合】 

手続き①
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10．障がい福祉

手続き詳細 期　限

年金を受給予定していた方が亡くなった場合、弔慰金請求の手
続きが必要です。

速やかに

手続き可能な人

年金加入者または、
年金管理者

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 亡くなった方の除住民票

□ 掛金を支払っていた方の住民票

□ 掛金を支払っていた方の振込口座の通帳（写し）

□ 掛金を支払っていた方の死亡診断書（写し）

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

手続き詳細 期　限

年金を受給していた方が亡くなった場合、死亡・重度障害届
書の提出が必要です。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

指定相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 年金証書

社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

心身障害者扶養共済制度の年金手続き
【年金を受給予定であった方が亡くなった場合】 

手続き②

心身障害者扶養共済制度の年金手続き
【年金を受給していた方が亡くなった場合】

手続き③
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10．障がい福祉

障がい者タクシー券を受給していた 

児童通所施設を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障がい者タクシー券を利用していた場合、死
亡日をもって受給資格が喪失となります。未使用分の障がい者
タクシー券があれば返還となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の未使用分の障がい者タクシー券 社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害児通所給付を受けていた場合、死亡日をもっ
て通所受給者証の保護者変更となります。また、通所して
いる児童が亡くなった場合には通所受給者証の返還となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 通所受給者証 社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

未使用分の障がい者タクシー券の返還手続き

通所受給者証の通所給付決定保護者の変更または返還手続き
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10．障がい福祉

地域生活支援サービスを利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害福祉サービスを利用していた場合、死
亡日をもって障害福祉サービス受給者証の返還となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の障害福祉サービス受給者証 社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

手続き詳細 期　限

亡くなった方が地域生活支援サービスを利用していた場合、死
亡日をもって利用者証の返還または保護者変更となります。ま
た、利用している児童が亡くなった場合には地域生活支援事業
利用者証の返還となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなった方の地域生活支援事業利用者証 社会福祉課
障がい福祉係
☎ 0893-24-1758

各支所

障害福祉サービス受給者証の返還手続き

地域生活支援事業利用者証の支給決定保護者の変更または返還手続き

障害福祉サービスを利用していた チ
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11．市営住宅

市営住宅に住んでいた 

手続き詳細 期　限

「市営住宅入居者異動届」が必要です。

また、亡くなった方が名義人で、同居者が引き続き居住を希
望する場合は、「市営住宅入居承継承認申請書」などの届出が
必要です。

速やかに

手続き可能な人

親族または同居者が
望ましい

必要なもの 問い合わせ先

【入居承継承認申請に必要なもの】

□ 亡くなった方と承継者の関係が分かる書類（戸籍謄本など）

□ 市営住宅請書

都市整備課　公営住宅係
☎ 0893-24-1759

各支所

市営住宅入居者の異動手続き

MEMO  
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12．上下水道

上下水道を使用していた 

下水道事業受益者負担金を納付中であった 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が名義人または料金引落口座名義人の場合、名義
変更または閉栓の手続きが必要となります。

また、井戸水を使用しており、公共下水道または、農業集落
排水に接続されている世帯（下水道使用料のみお支払いの世
帯）の方が亡くなった場合、世帯人数の変更手続きが必要です。

※電話手続き可

速やかに

手続き可能な人

親族または同居者が望ま
しい

必要なもの 問い合わせ先

□ 使用者番号が分かるもの
　「上下水道使用水量のお知らせ」「領収書」など

上下水道課
水道管理係（上水道担当）　　
☎ 0893-24-3753

下水道管理係（下水道担当）
☎ 0893-24-1720

肱川支所
☎ 0893-34-2311

河辺支所
☎ 0893-39-2111

手続き詳細 期　限

下水道事業受益者負担金を納付中の受益者（納付義務者）が
亡くなった場合は、受益者の変更手続きをお願いします。

※郵送手続き可。ご連絡いただければ変更届をお送りします。

受益者の変更があった日
から 14 日以内

手続き可能な人

相続人、土地
または家屋の権利者

必要なもの 問い合わせ先

なし 上下水道課
下水道管理係（下水道担当）
☎ 0893-24-1720

名義変更または閉栓の手続き、世帯人数の変更手続き

下水道事業受益者変更届の提出手続き
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13．子ども

児童手当を受給していた 

児童扶養手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなった場合、未支払いの児童手当及
び受給者の変更につき、手続きが必要となります。

原則、受給者が亡くなっ
た日の翌日から数えて 15
日以内

手続き可能な人

受給者が亡くなった後、
対象児童を監護する方

必要なもの 問い合わせ先

【受給予定者】

□ 健康保険証

□ 金融機関の通帳またはキャッシュカード

□ 本人確認書類

【お子様】

□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

※受給年度の１月１日に海外にお住まいであった場合、
　別途戸籍の附票が必要となります。

子育て支援課
子育て支援係
☎ 0893-24-5718

各支所

手続き詳細 期　限

受給者が亡くなった場合、死亡日の属する月の手当までが支
給されます。未払いの手当がある場合は、別途手続きが必要で
すので、ご相談ください。

死亡日から 14 日以内

手続き可能な人

親族など

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う人の本人確認書類

□ 児童扶養手当証書

こども家庭センター
家庭相談係
☎ 0893-57-9919

各支所

児童手当受給者変更手続き

児童扶養手当受給者死亡届提出手続き
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MEMO  
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✓ 項　目 問い合わせ先

□ 法定相続情報証明制度
松山地方法務局大洲支局 

☎ 0893-50-5055

□ 相続登記（登記済土地・建物）
松山地方法務局大洲支局 

☎ 0893-50-5055

□ 相続登記（農地）
大洲市農業委員会事務局 

☎ 0893-24-1726

□ 農業者年金
愛媛たいき農業協同組合各支所
（大洲市農業委員会事務局）

□ 国税（相続税・所得税など）
大洲税務署 

☎ 0893-24-3115

□ 生命保険など 生命保険会社など

□ 預貯金口座など 各金融機関など

□ 株式など 証券会社など

□ 運転免許証
大洲警察署

☎ 0893-25-1111

□ 携帯電話 各契約会社

□ 固定電話 各契約会社

□ インターネット 各契約会社

□ クレジットカード 各契約会社

□ 電気・ガス 各契約会社

□ NHK受信料 ☎ 0120-151515

□ 軽自動車
軽自動車検査協会愛媛事務所 

☎ 050-3816-3124

□ 普通自動車
四国運輸局愛媛運輸支局 

☎ 050-5540-2076

□

少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト
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相続に関する手続きチェックリスト

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡
までの連続した戸籍謄本が必要です。役所の窓口
で「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍
謄本が必要です」と申し出れば取得できます。

□ 遺言書の調査
自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。公正証書遺言は、お近くの公証役場
で検索してください。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問い合わせすることで、相続財産のほと
んどを知ることができます。また、自宅以外の不
動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」を
取得することで、課税対象の不動産のすべてを知
ることができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ提出
する為の遺産分割協議書の作成が必要となります。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から亡くなった日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付　 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数
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家系図 （３親等内の親族）

…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局の HP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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法務局における相続に関する制度

相続土地国庫帰属制度

❶ 承認申請 ❸ 申請者が 年分の
土地管理費相当額の
負担金を納付

国 庫 帰 属

❷ 要件審査・承認

❹

の
土地管理費相当額の

※ 審査手数料の納付も必要

令和６年４月１日から
相続登記の申請が義務化されました

詳しくは…

詳しい内容及び相続登記手続の方法については…

なお、この登記申請義務は、令和６年３月３１日以前に死亡した人の相続に
ついても適用されます。この場合は、令和６年４月１日から３年以内に登記の
申請をする必要があります。

・正当な理由なく義務に違反した場合、１０万円以下の過料が科せられる可能性があります。
・相続登記義務を簡易な方法で果たすための「相続人申告登記」をしておけば、義務を果たしたと
みなされます。

土地を相続したものの、その土地を手放したいという人が増えていることから、
その土地を国が引き取る制度が新設されました。

引き取りには一定の要件があり、建
物や障害物のある土地、境界の争いの
ある土地など、法律に定められた一定
の事実が存在する土地は引き取り不可
となっています。
お問合せは松山地方法務局本局へ！

この制度は令和５年４月２７日から申請の受付を開始しています。

（最低２０万円）

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から
３年以内に登記の申請をすることが法律上の義務となりました。

相続土地国庫帰属制度

法務省 不動産を相続した方へ
愛媛県司法書士会
相続登記相談センター相続登記相談センター
０１２０－１３－７８３２

司法書士など、専門家への相談も多くの
方が利用されています。

相続に関する制度のご紹介相続に関する制度のご紹介－法務局が提供するサービス－相続に関する制度のご紹介－法務局が提供するサービス－－法務局が提供するサービス－
２０２５年度版

〔フリーダイヤル〕
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法務局における相続に関する制度

法法務務局局（（遺遺言言書書保保管管所所））

法定相続情報証明制度

死死亡亡後後

申出申出

戸籍謄抄本
一覧図など

必要な書類を
集める。

無料で必要な
通数を交付

（５年間再交付可）

法定相続人等

３３
３３

３３

３３法定相続情報
一覧図の写し

相続手続がいくつもある場合、時間短縮に！

数日後

法法務務局局（（登登記記所所））

登記官

審査

相続が発生し、行政機関や金融機関等に対して相続に関する各種手続が必要と
なった場合、法務局が法定相続人が誰であるかを証明した書面を交付します。これ
により、各機関における手続において戸籍の使い回しをする必要がなくなるため、
各種手続の時間短縮ができます。

自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書を法務局が保管し、相続開始後、法務局に遺言書が保管されてい
ることを相続人等に通知します。

３３

遺遺言言者者本本人人が遺言書保
管所に来庁して手続

遺遺言言者者のの生生前前 相相続続開開始始後後

２

１１

遺言書保管官

形式を
確認

手続には予約が必要です。 画画像像デデーータタ化化 原原本本保保管管

管所に来庁して手続

３９００円

１１

保管証

２２

請請求求人人以以外外のの相相続続人人等等にに
対対すするる遺遺言言書書保保管管通通知知

相続人等

２
検検認認不不要要

自筆証書遺言書保管制度詳しくは…

法定相続情報証明制度

１１ ２２２

交交付付請請求求

お問合せは、お近くの法務局へ

０８９－９３２－０８８８０８９－９３２－０８８８
０８９３－５０－５０５６０８９３－５０－５０５６
０８９７－５６－０１８８０８９７－５６－０１８８
０８９６－２３－２４０７０８９６－２３－２４０７
０８９８－２２－０８５５０８９８－２２－０８５５
０８９５－２２－０７７００８９５－２２－０７７０
０８９－９６２－２１４０

松山地方法務局
本 局
大 洲 支 局
西 条 支 局
四国中央支局
今 治 支 局
宇 和 島 支 局
砥 部 出 張 所

※具体的な手続案内は予約制に
なっています。

松山地方法務局
ホームページ
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よくあるご質問 [Q&A ]

【各種手続きで使う戸籍謄本などについて】 

ご親族がお亡くなりになると、亡くなった方に関する諸手続きが必要となります。例えば、亡
くなった方の名義である預貯金、土地登記など、相続に関する手続きのために戸籍謄本など
が必要になる場合もあります。
戸籍は、生まれてから亡くなるまでに、複数の戸籍があります。提出先で、手続きに必要な
戸籍の内容（死亡が分かる戸籍、出生～死亡の連続した戸籍など）をご確認ください。

【戸籍証明書などの広域交付について】

令和 6 年 3 月 1 日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書などの交付
請求ができるようになりました。

・請求できる人　※顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
◯本人、配偶者
◯父母、祖父母など（直系尊属） ◯子、孫など（直系卑属）

・注意事項
◯委任状による請求はできません。
◯戸籍の附票は対象外です。

【戸籍の証明書は、すぐとれるの？】 

死亡届をご提出されてから、死亡の記載をした戸籍ができるまでに数日かかります。亡くなっ
た方の本籍地以外の役所に提出した場合は、１～２週間かかることもあります。

【除かれた住民票（除票）を請求できる方】 

・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要
がある方

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・その他除票の記載事項を利用する正当な理由がある方

　※請求される場合は疎明資料をご持参ください。
　　（例）請求される方が相続人であることを証明する戸籍謄本など。

　　　　亡くなった方と請求される方の氏名や契約内容が記載されている保険証書など。

【マイナンバー（個人番号）記載の除かれた住民票（除票）の取得】 

亡くなった方のマイナンバー記載の除票は現在の制度上、取得することができません。
除票の提出先に、その旨をご相談ください。

亡くなった方の戸籍について

亡くなった方の除かれた住民票（除票）について
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身近な人、大切な人を亡くされた方へ

～相談窓口のご案内～

かけがえのない身近な人、大切な人を亡くされた時、遺された人のこころやからだに
様々な変化があらわれることがあります。
つらいこと、ひとりで抱えていませんか？困っていることを相談したり、思いを話せる場所

があります。

大切な人を自死で亡くされた方の電話相談
相談窓口 連絡先 受付時間

自死遺族相談ダイヤル
(全国自死遺族総合支援センター) ０３（３２６１）４３５０

●木・日
午後１２時～午後６時
（祝休日を除く）

全国自死遺族法律相談ホットライン
（自死遺族支援弁護団）

０５０（５５２６）１０４４ ●水（祝休日を除く）
午後１２時～午後３時

NPO法人松山自殺防止センター ０８９（９１３）９０９０ ●月・水・金
午後８時～午後11時

こころの健康に関する相談
相談窓口 連絡先 受付時間

大洲市健康増進課 ０８９３（２３）０３１０
●月～金
午前８時３０分～
午後５時１５分

（祝休日を除く）

長浜保健センター ０８９３（５２）３０５５
肱川保健センター(肱川・河辺地区) ０８９３（３４）２３４０
八幡浜保健所 精神保健係 ０８９４（２２）４１１１
大洲市障がい者
基幹相談支援センター

０８９３（２４）１７５８

こころのダイヤル
（愛媛県心と体の健康センター）

０８９（９１７）５０１２ ●月・水・金
午前９時～午後１２時
午後１時～午後３時
（祝休日を除く）

こころといのちのほっとダイヤル ０１２０（１８８）５５６
●月～金
午後５時～翌午前９時

●土・日・祝休日
２４時間

よりそいホットライン ０１２０（２７９）３３８ ２４時間対応
社会福祉法人愛媛いのちの電話 ０８９（９５８）１１１１ 午後１２時～午前１２時

大洲市健康増進課 健康支援係

☎０８９３（２３）０３１０
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大洲市長　様

◎委任事項（該当するものに○をつけてください。）

     １．戸籍・除籍・改製原戸籍 　　　　通

     ２．附票 　　　　通

     ３．身分証明書 　　　　通

     ４．住民票・記載事項証明 　　　　通

     ５．住所・世帯変更

     ６．その他（　　　　　　　　　　　　　　          　　　　）

※委任事項１、２、３の場合は窓口で本籍をお伺いしますので、
あらかじめ、委任者に確認しておくなどのご対応をお願いします。

住　所

氏　名委
任
者

生年月日 　明治・大正・昭和・平成・令和　　　　　年　　　　月　　　　　日

電話番号

委　任　状

       　　　　 に委任します。

※住民票に個人番号・住民票コードの記載が必要な場合は、簡易書留にて委任者
の住民票の住所に郵送します。郵送用切手（簡易書留料含む）をご持参くだい。

住　所

氏　名

代
理
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          令和　　　年　　　月　　　日

私は、下記に掲げる請求及び受領等について

※すべて委任する本人が記入してください。

※代理人の方は、窓口で本人確認書類（例：マイナンバーカード等）の提示が必要です。

※委任状の内容につき、委任者に電話で確認をする場合があります。

記入日をご記入ください。

1枚の委任状で複数の権限を委任できます。

必要な通数を記入してください。

大洲市大洲６９０番地の１

大洲  太郎

大洲市長浜甲４８０番地の３

長浜  花子

0893-24-2111

２

１

２

３ ４

記入例
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※すべて委任する本人が記入してください。

※代理人の方は、窓口で本人確認書類（例：マイナンバーカード等）の提示が必要です。

※委任状の内容につき、委任者に電話で確認をする場合があります。

大洲市長　様

◎委任事項（該当するものに○をつけてください。）

     １．戸籍・除籍・改製原戸籍 　　　　通

     ２．附票 　　　　通

     ３．身分証明書 　　　　通

     ４．住民票・記載事項証明 　　　　通

     ５．住所・世帯変更

     ６．その他（　　　　　　　　　　　　　　          　　　　）

※委任事項１、２、３の場合は窓口で本籍をお伺いしますので、
あらかじめ、委任者に確認しておくなどのご対応をお願いします。

住　所

氏　名委
任
者

生年月日 　明治・大正・昭和・平成・令和　　　　　年　　　　月　　　　　日

電話番号

委　任　状

       　　　　 に委任します。

※住民票に個人番号・住民票コードの記載が必要な場合は、簡易書留にて委任者
の住民票の住所に郵送します。郵送用切手（簡易書留料含む）をご持参くだい。

住　所

氏　名

代
理
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          令和　　　年　　　月　　　日

私は、下記に掲げる請求及び受領等について

※コピーしてご使用ください。
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